
中神駅北側地区地区計画 
名      称 中神駅北側地区地区計画 

 位      置※ 昭島市中神町、宮沢町及び大神町各地内 

 面      積※ 約５２．４ｈａ 

地区計画の目標 

本地区は、中神駅の北側に広がり、昭島市都市計画マスタープランにおいては、快適な都市生活を創るゾーンとして位置付けられ

ている。 

本地区を含む中神駅北側一帯は、昭和 39 年に中神土地区画整理事業として事業認可を受け、第一工区は整備完了し、第二工区の

駅前ブロックは、都市計画道路をはじめとした道路整備等の都市基盤及び宅地造成が進む一方、本地区の殆どは、第二工区の他のブ

ロック及び第三工区の区域内のため、未着手となっており、事業の長期化が課題となっていた。また、少子超高齢社会の進行や事業

認可時と比べて著しく宅地化が進行している現況等を踏まえると、事業の更なる長期化は避けられないことから、市街地整備状況の

評価とともに、地権者の意向調査等を行う土地区画整理事業のあり方の検討を行った結果、未着手の区域は、土地区画整理事業から

他の整備手法に変更することとする中神駅北側地域整備構想（令和３年５月）が策定され、同構想に基づく市街地整備の推進を図る

ための具体的な方針として、中神駅北側地域整備計画（令和４年９月）が策定された。 

こうしたことから、本地区は、中神駅北側地域整備計画で目標と掲げる安全で安心して快適な都市生活を送れるまちづくりの早期

実現を目指す。 
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土地利用の方針 

秩序ある市街地の形成を図るため、本地区を７つの地区に区分し、それぞれの地区特性にふさわしい土地利用を誘導する。 

（１）低層住宅地区 

低層住宅を主体とした防災性の高い良好な住環境の形成を図る。 

（２）中高層住宅地区Ａ 

中神駅北側から連続する集合住宅や戸建て住宅等と都市計画道路沿道のサービス施設が調和した良好な住環境の形成を図る

とともに、昭島都市計画道路３・５・４号沿道の後背地に広がる低層住宅地区の良好な住環境の保全を図る。 

（３）中高層住宅地区Ｂ 

集合住宅や戸建て住宅等と小規模な店舗・事務所等が調和した良好な住環境の維持を図る。 

（４）住宅地区Ａ 

中高層の集合住宅や戸建て住宅等と都市計画道路沿道の生活利便施設等が調和した良好な住環境の維持を図る。 

（５）住宅地区Ｂ 

地区内に多く立地する戸建て住宅等の住環境を維持するとともに、店舗・事務所等との調和を図る。 

（６）複合施設地区Ａ 

工場・事務所等と住宅が共存するとともに、都市計画道路等の主要な道路沿道の生活利便施設等の立地により、快適な生活

空間の形成を図る。 

（７）複合施設地区Ｂ 

地区内に多く立地する戸建て住宅等の住環境を維持するとともに、業務・生活利便施設等と住宅が調和した快適な地区の形

成を図る。 

決定告示年月日 令和 ５年 ８月 ４日 昭島市告示第 192 号 
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地区施設の整備 

の方針 

安全で安心な市街地の形成を推進するため、整備を要する道路を含む道路網を地区施設として位置付け、道路ネットワークを構成

する。また、地域の憩いの場、交流の場として公園や緑道を配置する。 

（１）道路の整備方針 

   道路ネットワークの形成に必要な道路を地区施設として整備し、安全・安心な道路網を構成する。 

また、幅員４ｍ未満の区画道路については、建築物の建替え時の後退整備等により必要な幅員を確保する。 

（２）公園の整備方針 

   都市計画公園を補完し、地区の憩いの場、交流の場として公園を確保する。 

（３）その他の公共用地 

   地区内に緑を確保し、都市生活の安全性及び快適性の向上を図るため、緑道を整備する。 

建築物等の整備の方針 

周辺環境と調和した安全で安心な市街地の形成を推進するため、建築物等の整備の方針を次のように定める。 

（１）地区の特性にあった、周辺環境と調和のとれた住環境を維持・形成するため、建築物等の用途の制限を定める。 

（２）敷地の細分化による建築物の建て詰まりを防止し、安全で良好な環境を形成するため、建築物の敷地面積の最低限度を定め

る。 

（３）交差点部の見通しを確保するため、壁面の位置の制限及び壁面後退区域における工作物の設置の制限を定める。 

（４）周辺環境と調和した良好な市街地景観を形成するため、建築物等の高さの最高限度を定める。 

（５）良好で統一感のある街並み景観を創出するため、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限を定める。 

（６）緑豊かな住環境の形成と防災性の向上を図るため、垣又はさくの構造の制限を定める。 

その他当該地区の整備、

開発及び保全に関する 

方針 

（１）幅員４ｍ未満の道については、幅員４ｍ以上確保することを目指す。 

（２）未接道宅地については、共同化の促進等により解消を図る。 
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種類 名称 
幅員 

（ ）は地区外を含めた全幅員 
延長 面積 備考 

道路 

区画道路１号 
３ｍ 

（６ｍ） 
約 360ｍ ― 既設 

区画道路２号 4.5～５ｍ 約 60ｍ ― 一部新設 

区画道路３号 ６ｍ 約 60ｍ ― 一部拡幅 

区画道路４号 ４ｍ 約 50ｍ ― 拡幅 

区画道路５号 ４ｍ 約 70ｍ ― 拡幅 

区画道路６号 ６ｍ 約 280ｍ ― 拡幅、新設 

区画道路７号 ６ｍ 約 80ｍ ― 新設 

区画道路８号 ４ｍ 約 40ｍ ― 拡幅 

区画道路９号 ４ｍ 約 80ｍ ― 拡幅 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地

区

整

備

計

画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地
区
施
設
の
配
置
及
び
規
模 

区画道路 10号 ５ｍ 約 140ｍ ― 拡幅、新設 

区画道路 11号 ４ｍ 約 90ｍ ― 拡幅 

区画道路 12号 ４ｍ 約 80ｍ ― 既設 

区画道路 13号 ６ｍ 約 120ｍ ― 既設 

区画道路 14号 ４ｍ 約 140ｍ ― 拡幅 

区画道路 15号 ５ｍ 約 20ｍ ― 新設 

区画道路 16号 ５ｍ 約 30ｍ ― 拡幅 

区画道路 17号 ５ｍ 約 240ｍ ― 拡幅 

区画道路 18号 ５ｍ 約 100ｍ ― 拡幅 

区画道路 19号 ６ｍ 約 70ｍ ― 既設 

区画道路 20号 ６ｍ 約 240ｍ ― 既設 

区画道路 21号 ６ｍ 約 120ｍ ― 既設 

区画道路 22号 
４ｍ 

（８ｍ） 
約 260ｍ ― 既設 

区画道路 23号 4.5ｍ 約 20ｍ ― 既設 

区画道路 24号 ６ｍ 約 70ｍ ― 既設 

区画道路 25号 4.5ｍ 約 60ｍ ― 既設 

区画道路 26号 ４ｍ 約 60ｍ ― 拡幅 

区画道路 27号 ６ｍ 約 320ｍ ― 既設 

区画道路 28号 ４ｍ 約 90ｍ ― 既設 

区画道路 29号 
3.3ｍ 

（6.5ｍ） 
約 110ｍ ― 既設 

区画道路 30号 ８ｍ 約 30ｍ ― 既設 

区画道路 31号 ５ｍ 約 30ｍ ― 拡幅 

区画道路 32号 ４ｍ 約 160ｍ ― 拡幅 

区画道路 33号 ４ｍ 約 70ｍ ― 拡幅 

区画道路 34号 ４ｍ 約 110ｍ ― 拡幅 

区画道路 35号 ５ｍ 約 150ｍ ― 拡幅 

区画道路 36号 ４～5.5ｍ 約 80ｍ ― 拡幅 

区画道路 37号 ８ｍ 約 110ｍ ― 新設 

区画道路 38号 ４ｍ 約 20ｍ ― 拡幅 

区画道路 39号 ５ｍ 約 110ｍ ― 一部拡幅 

区画道路 40号 ４ｍ 約 90ｍ ― 既設 
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区画道路 41号 ４ｍ 約 30ｍ ― 既設 

区画道路 42号 ５ｍ 約 80ｍ ― 拡幅 

区画道路 43号 ６ｍ 約 170ｍ ― 拡幅 

区画道路 44号 ８ｍ 約 330ｍ ― 既設 

区画道路 45号 ４ｍ 約 70ｍ ― 新設 

区画道路 46号 ４ｍ 約 20ｍ ― 拡幅 

区画道路 47号 ４ｍ 約 80ｍ ― 拡幅 

区画道路 48号 ８ｍ 約 70ｍ ― 既設 

区画道路 49号 ４ｍ 約 60ｍ ― 拡幅 

区画道路 50号 ８ｍ 約 330ｍ ― 一部拡幅 

区画道路 51号 ４ｍ 約 70ｍ ― 拡幅 

区画道路 52号 ４ｍ 約 30ｍ ― 拡幅 

区画道路 53号 ４ｍ 約 130ｍ ― 拡幅 

区画道路 54号 ５ｍ 約 50ｍ ― 一部拡幅 

区画道路 55号 ４ｍ 約 70ｍ ― 既設 

区画道路 56号 ４ｍ 約 50ｍ ― 拡幅 

区画道路 57号 ４ｍ 約 90ｍ ― 拡幅 

区画道路 58号 ４ｍ 約 90ｍ ― 拡幅 

区画道路 59号 ６ｍ 約 180ｍ ― 拡幅 

区画道路 60号 ４ｍ 約 10ｍ ― 拡幅 

区画道路 61号 ４ｍ 約 200ｍ ― 拡幅 

区画道路 62号 ４ｍ 約 40ｍ ― 拡幅 

区画道路 63号 ４ｍ 約 160ｍ ― 拡幅 

区画道路 64号 ４ｍ 約 190ｍ ― 拡幅 

区画道路 65号 ８ｍ 約 150ｍ ― 拡幅、新設 

区画道路 66号 ８ｍ 約 200ｍ ― 新設 

区画道路 67号 ４ｍ 約 20ｍ ― 既設 

区画道路 68号 ６ｍ 約 110ｍ ― 拡幅 

区画道路 69号 
４ｍ 

（８ｍ） 
約 450ｍ ― 既設 

区画道路 70号 
３ｍ 

（６ｍ） 
約 190ｍ ― 既設 

道路 
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区画道路 71号 
３ｍ 

（7.8ｍ） 
約 140ｍ ― 既設 

区画道路 72号 ４ｍ 約 110ｍ ― 既設 

区画道路 73号 ５ｍ 約 280ｍ ― 既設 

区画道路 74号 ５ｍ 約 140ｍ ― 拡幅 

区画道路 75号 ５ｍ 約 40ｍ ― 既設 

区画道路 76号 ６ｍ 約 30ｍ ― 既設 

区画道路 77号 ４ｍ 約 150ｍ ― 既設 

区画道路 78号 ４ｍ 約 10ｍ ― 新設 

区画道路 79号 ４ｍ 約 40ｍ ― 既設 

区画道路 80号 ４ｍ 約 30ｍ ― 新設 

区画道路 81号 ４ｍ 約 10ｍ ― 新設 

区画道路 82号 ４ｍ 約 70ｍ ― 拡幅 

区画道路 83号 ６ｍ 約 140ｍ ― 拡幅 

区画道路 84号 ４ｍ 約 70ｍ ― 拡幅 

区画道路 85号 4.2ｍ 約 20ｍ ― 既設 

区画道路 86号 ５ｍ 約 60ｍ ― 既設 

区画道路 87号 ６ｍ 約 300ｍ ― 既設 

区画道路 88号 ４ｍ 約 70ｍ ― 新設 

区画道路 89号 6.8～8.4ｍ 約 200ｍ ― 既設 

区画道路 90号 ４ｍ 約 80ｍ ― 既設 

区画道路 91号 4.5ｍ 約 30ｍ ― 既設 

区画道路 92号 ６ｍ 約 120ｍ ― 拡幅 

区画道路 93号 ６ｍ 約 150ｍ ― 拡幅 

区画道路 94号 ５～６ｍ 約 150ｍ ― 既設 

区画道路 95号 ４ｍ 約 80ｍ ― 拡幅 

区画道路 96号 ４ｍ 約 20ｍ ― 新設 

区画道路 97号 ４ｍ 約 200ｍ ― 既設 

区画道路 98号 ４ｍ 約 10ｍ ― 新設 

区画道路 99号 ４ｍ 約 10ｍ ― 新設 

区画道路 100号 ４～10ｍ 約 750ｍ ― 既設 

区画道路 101号 12ｍ 約 90ｍ ― 既設 
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区画道路 102号 
８ｍ 

（12ｍ） 
約 910ｍ ― 既設 

区画道路 103号 ４ｍ 約 80ｍ ― 拡幅 

区画道路 104号 ４ｍ 約 170ｍ ― 既設 

区画道路 105号 ６ｍ 約 100ｍ ― 既設 

区画道路 106号 ４ｍ 約 40ｍ ― 既設 

公園 公園１号 ― ― 約 350㎡ 既設 

その他の公共用地 緑道１号 3.6ｍ 約 150ｍ ― 新設 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

地区の 

区分 

名称 低層住宅地区 
中高層住宅 

地区Ａ 

中高層住宅 

地区Ｂ 
住宅地区Ａ 住宅地区Ｂ 

複合施設 

地区Ａ 

複合施設 

地区Ｂ 

面積 約９．２ｈａ 約４．２ｈａ 約８．３ｈａ 約３．２ｈａ 約７．７ｈａ 約１５．７ｈａ 約４．１ｈａ 

建築物等の 

用途の制限 

― 

 

次の各号に掲げる建築物は建

築してはならない。 

（１）大学、高等専門学校、専

修学校その他これらに類

するもの 

（２）風俗営業等の規制及び業

務の適正化等に関する法

律第２条第１項第２号、

第３号に該当する営業に

係るもの 

次の各号に掲げる建築物は建築

してはならない。 

（１）床面積 300㎡を超える畜舎 

（２）大学、高等専門学校、専修

学校その他これらに類する

もの 

（３）風俗営業等の規制及び業務

の適正化等に関する法律第

２条第１項第２号、第３号

に該当する営業に係るもの

及び同条第６項第４号に該

当する営業に係るもの 

次の各号に掲げる建築物は建築しては

ならない。 

（１）床面積 300㎡を超える畜舎 

（２）大学、高等専門学校、専修学校そ

の他これらに類するもの 

（３）風俗営業等の規制及び業務の適正

化等に関する法律第２条第１項第

２号、第３号に該当する営業に係

るもの及び同条第６項第４号に該

当する営業に係るもの 

（４）ボーリング場、スケート場、水泳

場、スキー場、ゴルフ練習場及び

バッティング練習場 

（５）自動車教習場 

（６）マージャン屋、ぱちんこ屋、射的

場、勝馬投票券発売所、場外車券

売場その他これらに類するもの 

（７）自動車修理工場（作業場の床面積

の合計が 150㎡を超えるもの） 

建築物の敷地 

面積の最低限度 
100㎡ 

道路 
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壁面の位置 

の制限 

建築基準法第 42条第１項又は同条第２項に規定する道路が交差する角敷地（交差により生じる内角が 120度以上の場合を除く。）

においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、敷地の隅を頂点とする二等辺三角形の底辺の長さが２ｍとなる線以上に後退

させるものとする。 

壁面後退区域に

おける工作物の

設置の制限 

建築基準法第 42条第１項又は同条第２項に規定する道路が交差する角敷地（交差により生じる内角が 120度以上の場合を除く。）

においては、敷地の隅を頂点とする二等辺三角形で底辺の長さが２ｍ以下となる部分に、垣、さく、広告物、看板その他これらに類

する交通の妨げとなるような工作物を設置してはならない。ただし、公益上必要なものについてはこの限りでない。 

建築物等の高さ 

の最高限度 
― 15ｍ 20ｍ ― 20ｍ ― 20ｍ 

建築物等の形態

又は色彩その他

の意匠の制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱及び屋根の色彩は原色を避け、周辺の景観と調和する落ち着きのある色調とする。 

垣又はさくの 

構造の制限 

道路に面する垣又はさくの構造は、良好な景観を形成するよう生垣又は透視可能で周辺環境と調和したフェンス（０．６ｍ以下の

基礎部分を除く。）等とする。ただし、良好な沿道環境の形成に配慮したものについては、この限りでない。 

※は知事協議事項 

「区域、地区の区分、地区施設の配置は計画図表示のとおり」 

 理由：中神土地区画整理事業を廃止する区域における安全で安心なまちづくりの早期実現に向けて、道路や公園等の整備を進め、良好な住環境の創出を図るため、

地区計画を決定する。 
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